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(57)【要約】
【課題】１回の挿入で多量の骨髄液又は海綿骨細片を採
取することができ、かつ間葉系幹細胞を破砕せずに効率
よく採取することができる低侵襲並びに細胞損傷の少な
い骨髄採取装置を提供する。
【解決手段】骨髄採取装置１００が、スクリューチュー
ブ１０、回転駆動装置３０、及び、吸引装置５０を備え
る。スクリューチューブ１０は、可撓性があり、内部が
中空で遠位部の中空壁に螺旋状凹凸部１２を有する。回
転駆動装置３０は、スクリューチューブ１０の近位部１
４をその軸心を中心に回転駆動する。吸引装置５０は、
スクリューチューブ１０の中空内部１０ｃを通してその
遠位端１０ａから固形物を含む液体を吸引する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人体又は動物から骨髄液及び海綿骨細片を採取する骨髄採取装置であって、
　内部が中空であり遠位部の中空壁に螺旋状凹凸部を有する可撓性のスクリューチューブ
と、
　前記スクリューチューブの近位部をその軸心を中心に回転駆動する回転駆動装置と、
　前記スクリューチューブの中空内部を通してその遠位端から固形物を含む液体を吸引す
る吸引装置と、を備え、
　前記スクリューチューブは、前記遠位端に設けられ海綿骨を環状に切削する旋回刃と、
該旋回刃の内側又は近傍に設けられ前記固形物を通す吸引開口とを有する、骨髄採取装置
。
【請求項２】
　人体又は動物から骨髄液及び海綿骨細片を採取する骨髄採取装置であって、
　内部が中空であり遠位部の中空壁に螺旋状凹凸部を有する可撓性のスクリューチューブ
と、
　前記スクリューチューブの近位部をその軸心を中心に回転駆動する回転駆動装置と、
　前記スクリューチューブの中空内部を通してその遠位端から固形物を含む液体を吸引す
る吸引装置と、を備え、
　前記スクリューチューブは、前記遠位部に設けられ紡錘形を有し前記遠位端が絞り加工
された紡錘部と、前記スクリューチューブの側面に設けられ前記中空内部と外面とを連通
する液採取穴と、を有する、骨髄採取装置。
【請求項３】
　前記スクリューチューブは、前記螺旋状凹凸部のピッチにより、前記回転駆動装置によ
る回転力を直線駆動力に変換して海綿骨内を前進又は後退が可能であり、
　前記旋回刃は、前記スクリューチューブの回転と前進との組み合わせにより前記海綿骨
を環状に切削でき、
　前記吸引装置は、前記旋回刃で切削した前記海綿骨細片と前記骨髄液を前記吸引開口か
ら陰圧吸引で同時に採取する、請求項１に記載の骨髄採取装置。
【請求項４】
　前記スクリューチューブの正転時において、
　前記旋回刃は、前記スクリューチューブの前記遠位部の回転方向における前方に位置し
、
　前記吸引開口は、回転方向における前記旋回刃の前方に位置する、請求項１に記載の骨
髄採取装置。
【請求項５】
　前記スクリューチューブの側面のうちの前記螺旋状凹凸部の凸部に設けられ前記中空内
部と外面とを連通する液採取穴を有する、請求項１又は２に記載の骨髄採取装置。
【請求項６】
　前記旋回刃は、切粉を吸引開口へ向けて排出する切り刃を有する、請求項１に記載の骨
髄採取装置。
【請求項７】
　前記スクリューチューブの前記近位部が固定可能なハンドル装置を備え、
　前記ハンドル装置は、前記回転駆動装置と、前記スクリューチューブを介して前記海綿
骨細片と前記骨髄液を吸引して採取するための吸引管と、を有する、請求項１又は２に記
載の骨髄採取装置。
【請求項８】
　前記回転駆動装置は、前記スクリューチューブの前記近位部を着脱可能かつ液密に固定
するヘッド部と、該ヘッド部に先端が液密に固定され前記スクリューチューブと同心に延
びる中空の駆動軸と、該駆動軸を回転駆動する減速機付きモータとを有する、請求項７に
記載の骨髄採取装置。
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【請求項９】
　前記螺旋状凹凸部のピッチは、一定又は前記遠位部から前記近位部に向けて漸増又は漸
減する、請求項１又は２に記載の骨髄採取装置。
【請求項１０】
　前記螺旋状凹凸部の凸部に対する凹部の深さは、前記遠位部が深く前記遠位部から前記
近位部に向けて徐々に浅く絞り加工されている、請求項１又は２に記載の骨髄採取装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、人体又は動物の骨から骨髄の組織を採取する骨髄採取装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　人体又は動物の骨は、外表面を構成する硬い骨質からなる皮質骨と、皮質骨の内部で多
数の小孔と三次元的に配置された網目状の骨梁を有する海綿骨をもつ構造となっている。
大型の骨では、骨の中央に海綿骨が乏しい骨髄腔が形成されている。
　「骨髄」とは、骨の内部で、海綿骨の小孔と骨髄腔を満たす組織をいう。骨髄に含まれ
る細胞は大きく二つに分けられる。血球系の細胞とそれを支持する間質細胞である。血球
系の細胞は、例えば赤芽球や造血幹細胞などであり、間質細胞は、脂肪細胞、線維芽細胞
、内皮細胞、間葉系幹細胞などである。
【０００３】
　このうち造血幹細胞は、赤血球、白血球(リンパ球、好中球、好酸球、好塩基球)、血小
板、血球系細胞、等の血球系の全ての細胞に分化可能な幹細胞であり、骨髄腔内の骨髄に
多く含まれている。幹細胞とは、自己増殖能と多分化能を有する細胞をいう。白血病、悪
性リンパ腫、多発性骨髄腫などの血液系の癌患者を治療する際に行う骨髄移植は、主に、
この造血幹細胞の採取と移植を目的にしている。血液系の癌患者は、年間約１万３０００
人存在する。
【０００４】
　なお、「骨髄移植」とは、提供者（ドナー）の正常な骨髄細胞を患者の静脈内に注入し
て移植する治療法である。また、化学療法前に、患者自身の造血幹細胞を予め採取・保存
し、化学療法後にそれを本人に移植する自家造血幹細胞移植という治療法も行われている
。
【０００５】
　一方、間葉系幹細胞は、骨芽細胞、骨細胞、軟骨細胞、脂肪細胞などの間葉系の細胞、
筋細胞、胃の上皮細胞などの内胚葉性の細胞、上皮細胞、神経細胞などの外胚葉性の細胞
への分化能を有する体性幹細胞である。間葉系幹細胞は、この分化能を利用して、骨や血
管、心筋の再構築などの再生医療への応用が期待されている。例えば、骨関節疾患の再生
医療において臨床への応用が開始されている。間葉系幹細胞は、様々な組織から得られる
が、現在臨床応用のための細胞ソースとして用いられている組織は、骨髄である。
　間葉系幹細胞は、海綿骨の小孔を満たす骨髄に多く含まれている。
【０００６】
　骨髄移植のための骨髄採取には、従来からＡｓｐｉｒａｔｉｏｎ　Ｍｅｔｈｏｄ（吸引
法）が用いられている。吸引法は、骨髄採取針を用いてドナーの腸骨から骨髄液を吸引す
る方法である。
　しかし、骨髄採取針を用いた吸引法では、１回の穿刺で１０ｍｌ程度の骨髄液しか採取
できないため、必要量である５００～１２００ｍｌもの骨髄液の採取のためには５０～３
００回程度、皮質骨を穿刺する必要がある。そのため、多数回の穿刺による侵襲や、長時
間の全身麻酔などドナーの肉体的負担が大きかった。また５０～３００回も硬い皮質骨を
穿孔させなければならないのは、術者にとっても、負担が大きかった。
【０００７】



(4) JP 2021-94270 A 2021.6.24

10

20

30

40

50

　そこで、多量の骨髄液や海綿骨細片を短時間に効率よく、安全に採取する手段が種々提
案されている（例えば、特許文献１～４、非特許文献１）。
【０００８】
　特許文献１の「骨髄採取装置」は、マニピュレータにパワーユニットにより駆動され吸
引機能を備えた回転自在で屈曲自在な軟性ドリルを設置し、ドナーの腸骨等に吸引針を注
入して骨髄液を吸引採取する。これにより、１回の穿刺にて、軟性ドリルが骨髄腔を皮質
骨に沿って受動的に屈曲しながら穿孔しつつ、広範囲から多量の骨髄液を採取する。
【０００９】
　特許文献２の「骨髄採取装置」は、剛性カニューレを備え、骨髄細胞、血液、および骨
片を採取する。剛性カニューレは、近位端、遠位端、開口部、及び開口部から近位端に向
かって延びる内部通路を画定する内面を有する。切断チップが、剛性カニューレに遠位端
に軸方向および半径方向に移動可能に設けられている。吸引力が通路に加えられ、破壊さ
れた骨髄細胞、血液、骨片を内部通路に引き込み採取する。この装置はさらに、内部通路
に同軸に配置された回転軸を有する。回転軸は、その先端に骨組織を切断・粉砕する切削
ビットを有する。
【００１０】
　特許文献３の「体組織の回収装置」は、カニューレの遠位端から延びる撹拌部材（ｗｈ
ｉｓｋ）を有する。この装置は、カニューレの遠位端から流体を供給し吸引する吸引シス
テムを有する。さらにカニューレは、回転または振動するように構成されている。
【００１１】
　特許文献４の「低侵襲組織回収装置」は、ハンドピースとこれに接続された組織回収機
構を備える。組織回収機構は、開口した遠位先端および５ｍｍ未満の外径のカニューレと
、遠位部分に螺旋ねじ山を有する回転部材を含む。回転部材の遠位部分は、カニューレの
開口した遠位先端を超えて位置し、螺旋状のねじ山の間に組織を挟む。この装置は、補助
的な吸引源を必要とせずに、回転部材の回転時にカニューレに軟組織を引き込むように設
計されている。
【００１２】
　非特許文献１の装置は、速度と吸引制御、および取り外し可能な回転するフレキシブル
シャフトと、人間工学に基づいた動力ハンドルを備え、電力が供給されると、幹細胞を豊
富に吸引しながら骨髄腔内を回転および移動する。この装置は、低侵襲であり痛みも少な
く、１回の挿入で必要量の骨髄液を採取することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開２００４－１５４２９６号公報
【特許文献２】米国特許出願公開第２００４／０１９１８９７号明細書
【特許文献３】米国特許出願公開第２００７／０２７６３５２号明細書
【特許文献４】米国特許出願公開第２００５／０２０９５３０号明細書
【非特許文献】
【００１４】
【非特許文献１】“ＭａｒｒｏｗＭｉｎｅｒ：ＲＥＧＥＮＭＥＤ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ
”、［ｏｎｌｉｎｅ］，［令和元年１０月２３日検索］、インターネット＜ＵＲＬ：ｈｔ
ｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｒｅｇｅｎｍｅｄｓｙｓｔｅｍｓ．ｃｏｍ／ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
＞
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　骨髄採取には、２つの異なる目的がある。第１の目的は、白血病の治療であり、この場
合、造血幹細胞を骨髄液として採取する。第２の目的は、骨、内臓、血管、その他の臓器
を再生させるためであり、この場合、間葉系幹細胞を採取する。
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　上述したように、造血幹細胞は主として骨髄腔内の骨髄液に含まれており、間葉系幹細
胞は、主として海綿骨の小孔を満たす骨髄に含まれている。
【００１６】
　間葉系幹細胞の採取を目的とする場合、上述した先行技術には、以下の問題点があった
。
　（１）骨髄液はゼリー状の液体であるのに対し、海綿骨は、細くて硬い骨梁が三次元的
に網目状に張り巡らされた海綿状の骨である。そのため、骨髄採取針を用いた吸引法で、
術者が穿刺針を骨内に進めるには、固い穿刺針を捻りながら強い力で押して骨梁を破壊し
ながら穿刺針を進めなければならない。また、力余って貫通して他の組織を損傷させる可
能性がある。
　（２）可撓性のチューブ、例えばフレキシブルシャフトをカニューレとして用いる場合
、先端が骨髄腔から海綿骨（海綿状の固体）に達すると、末端部を強い力で押してもチュ
ーブが曲がってしまい遠位部を海綿骨内に挿入できない。
　（３）カニューレの先端を海綿骨内に挿入させるために、ドリル、切断チップ、撹拌部
材、回転部材、等を遠位部に有する場合、間葉系幹細胞（約３０μｍの大きさの細胞）に
対してせん断力が作用するため細胞を破砕する可能性が高い。
　（４）間葉系幹細胞は、骨髄腔内よりも海綿骨の小孔内に多く存在する。海綿骨の小孔
は小さく、その上、硬い骨梁に囲まれている。一方、間葉系幹細胞を骨髄移植や再生医療
に使用するためには、強すぎる吸引力やせん断力等の負担で細胞を破砕しないように、注
意して採取する必要がある。そのため、間葉系幹細胞を壊さずに採取するためには、海綿
骨の骨梁を砕き、その海綿骨細片ごと小孔内の骨髄を採取する必要があった。
【００１７】
　本発明は、上述した問題点を解決するために創案されたものである。すなわち、本発明
の目的は、１回の挿入で多量の骨髄液又は海綿骨細片を採取することができ、かつ間葉系
幹細胞を破砕せずに効率よく採取することができる低侵襲並びに細胞損傷の少ない骨髄採
取装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明によれば、人体又は動物から骨髄液及び海綿骨細片を採取する骨髄採取装置であ
って、
　内部が中空であり遠位部の中空壁に螺旋状凹凸部を有する可撓性のスクリューチューブ
と、
　前記スクリューチューブの近位部をその軸心を中心に回転駆動する回転駆動装置と、
　前記スクリューチューブの中空内部を通してその遠位端から固形物を含む液体を吸引す
る吸引装置と、を備え、
　前記スクリューチューブは、前記遠位端に設けられ海綿骨を環状に切削する旋回刃と、
該旋回刃の内側又は近傍に設けられ前記固形物を通す吸引開口とを有する、骨髄採取装置
が提供される。
【００１９】
　また、本発明の別の実施形態によれば、人体又は動物から骨髄液及び海綿骨細片を採取
する骨髄採取装置であって、
　内部が中空であり遠位部の中空壁に螺旋状凹凸部を有する可撓性のスクリューチューブ
と、
　前記スクリューチューブの近位部をその軸心を中心に回転駆動する回転駆動装置と、
　前記スクリューチューブの中空内部を通してその遠位端から固形物を含む液体を吸引す
る吸引装置と、を備え、
　前記スクリューチューブは、前記遠位部に設けられ紡錘形を有し前記遠位端が絞り加工
された紡錘部と、前記スクリューチューブの側面に設けられ前記中空内部と外面とを連通
する液採取穴と、を有する、骨髄採取装置が提供される。
【発明の効果】



(6) JP 2021-94270 A 2021.6.24

10

20

30

40

50

【００２０】
　上記本発明によれば、スクリューチューブの内部が中空であり遠位部の中空壁に螺旋状
凹凸部を有するので、回転駆動装置による回転力を直線駆動力に変換して海綿骨内を前進
又は後退が可能である。
【００２１】
　また、スクリューチューブは可撓性（フレキシブル）であるが、遠位部の螺旋状凹凸部
が海綿骨により保持されているので、先端が海綿骨（海綿状の固体）に達しても、スクリ
ューチューブが柔軟に追従して、海綿骨内を前進することができる。
　従って、本発明によれば、１回の挿入で多量の骨髄液と海綿骨細片を採取することがで
きる。
【００２２】
　さらに、スクリューチューブの遠位部に海綿骨を環状に切削する旋回刃が設けられてい
るので、遠位端が海綿骨（海綿状の固体）に達した際に、旋回刃により海綿骨を環状に切
削することができる。
【００２３】
　また、スクリューチューブの遠位部に設けられた旋回刃は、スクリューチューブの回転
と前進との組み合わせにより海綿骨を環状に切削する。このため、間葉系幹細胞（約３０
μｍの大きさの細胞）に対してせん断力が作用しないので、間葉系幹細胞の破砕（細胞損
傷）を防ぐことができる。
【００２４】
　さらに、スクリューチューブは、旋回刃の内側又は近傍に固形物を通す吸引開口を有す
るので、吸引装置によりスクリューチューブの中空内部を通してその手元、つまり近位末
端から固形物を含む液体を吸引することができる。これにより、海綿骨の間葉系幹細胞を
破砕せずに効率よく採取することができる。
【００２５】
　もしくは、スクリューチューブの遠位端に、遠位端が絞り加工された紡錘形の紡錘部が
設けられており、スクリューチューブの側面に、中空内部と外面とを連通する液採取穴が
設けられている。紡錘部を海綿骨に捩じ込むことによって、海綿骨の小孔が破壊されるの
で、紡錘部が形成した海綿骨内のトンネルの中には、砕けた骨梁と、小孔内にあった骨髄
の混合物が存在する。ここでスクリューチューブをさらに前進させることにより、螺旋状
凹凸部の凸部が、砕けた骨梁と骨髄の混合物をトンネルの内壁に押し付け、浸み出した骨
髄液を液採取穴から吸引する。
　これにより骨髄採取装置は、海綿骨の小孔内にあった骨髄液を、液採取穴を通れない海
綿骨細片を除いた状態で選択的に吸引することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明による骨髄採取装置の全体構成図である。
【図２】ハンドル装置の第１実施形態の全体構成図である。
【図３】スクリューチューブの全体構成図である。
【図４】スクリューチューブの遠位部の第１実施形態図である。
【図５】スクリューチューブの遠位部の第２実施形態図である。
【図６】スクリューチューブの遠位部の第３実施形態図である。
【図７】スクリューチューブの遠位部の第４実施形態図である。
【図８】ハンドル装置の第２実施形態の全体構成図である。
【図９】本発明による骨髄採取装置の使用方法を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、本発明の実施形態を添付図面に基づいて詳細に説明する。なお、各図において共
通する部分には同一の符号を付し、重複した説明を省略する。
【００２８】
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　図１は、本発明による骨髄採取装置１００の全体構成図である。
　骨髄採取装置１００は、人体又は動物から骨髄液と骨髄海綿骨細片（ＰＣＢＭ）を採取
する装置であり、この図において、スクリューチューブ１０、ハンドル装置２０、及び、
吸引装置５０を備える。
【００２９】
　スクリューチューブ１０は、可撓性があり、かつ先端（遠位端１０ａ）から手元末端（
近位端１０ｂ、図２参照）まで内部が中空であり遠位部の中空壁に螺旋状凹凸部１２を有
する。遠位部とは先端（遠位端１０ａ）の部位を意味する。
　スクリューチューブ１０の直径は２～２０ｍｍであり、全長は５０～２００ｍｍである
のがよい。また、材質は、医療用又は外科用に用いられる金属又は合金であるのがよい。
例えば、ステンレス、チタン、又はチタン合金製であるのがよい。
　スクリューチューブ１０の可撓性は、腸骨内において皮質骨の内面に沿って弾性範囲で
無理なく曲がる程度であることが好ましい。言い換えると、この可撓性は、海綿骨を切削
することはできるが、皮質骨を腸骨内から穿孔することはできない程度の硬さであること
が好ましい。この可撓性は、スクリューチューブ１０の肉厚（例えば、０．２～０．６ｍ
ｍ）と螺旋状凹凸部１２の深さとピッチＰで設定することができる。
　スクリューチューブ１０の詳細は後述する。
【００３０】
　ハンドル装置２０は、術者が把持して骨髄採取装置１００を操作する装置である。
　ハンドル装置２０には、スクリューチューブ１０の近位部１４（図で右側の末端部分）
が固定されている。
【００３１】
　吸引装置５０は、吸引ポンプ５２、採取ポット５４、及び中空の軟性プラスチックチュ
ーブ５６を有する。
　吸引ポンプ５２は、採取ポット５４の内部を負圧（陰圧）に陰圧吸引する。
　軟性プラスチックチューブ５６は、ハンドル装置２０に設けられた吸引管２２（図２参
照）と採取ポット５４の内部とを連結し、スクリューチューブ１０の中空内部１０ｃを負
圧（陰圧）に陰圧吸引する。軟性プラスチックチューブ５６は、軟性プラスチック製であ
ることが好ましい。
　この構成により、吸引装置５０は、スクリューチューブ１０の中空内部１０ｃを通して
その先端（遠位端１０ａ）から固形物を含む液体を吸引し、採取ポット５４に採取するこ
とができる。
【００３２】
　図２は、ハンドル装置２０の第１実施形態の全体構成図である。
　この図において、ハンドル装置２０は、回転駆動装置３０、吸引管２２、及び、回転継
手２４を有する。
【００３３】
　図２において、スクリューチューブ１０の近位部１４（末端部分）は、螺旋状凹凸部１
２がない中空円管であり、ハンドル装置２０の本体内に複数の軸受２５ａ，２５ｂにより
その軸心を中心に回転可能に支持されている。
　また、スクリューチューブ１０の近位部１４には、歯車３２がスクリューチューブ１０
の軸心と同心に固定されている。
【００３４】
　回転駆動装置３０は、歯車３２、歯車３２を回転駆動する減速機付きモータ３４、及び
、減速機付きモータ３４に電力供給するバッテリー３６を有する。
　この構成により、減速機付きモータ３４により歯車３２を介してスクリューチューブ１
０に回転力を伝達することができる。
【００３５】
　減速機付きモータ３４は、スクリューチューブ１０に作用する回転トルクの最大値を設
定できるトルクリミッタ３５を有することが好ましい。
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　トルクリミッタ３５による回転トルクの最大値の設定により、皮質骨等の固い組織を旋
回刃１６で切削することを未然に防止できる。
【００３６】
　回転駆動装置３０は、さらに、スクリューチューブ１０を右回転させる右回転スイッチ
３７ａ、左回転させる左回転スイッチ３７ｂ、右回転を表示する右回転表示灯３８ａ、及
び、左回転を表示する左回転表示灯３８ｂを有する。
　ハンドル装置２０の本体２８は、術者が片手で握った状態で右回転スイッチ３７ａ又は
左回転スイッチ３７ｂを指で操作しやすいようにグリップ部の形状が設定されている。
【００３７】
　上述した構成により、術者が本体２８のグリップ部を握り、右回転スイッチ３７ａ又は
左回転スイッチ３７ｂを指で押すことにより、スクリューチューブ１０をその軸心を中心
に右回転又は左回転に回転駆動することができる。また、同時にその作動状態を右回転表
示灯３８ａ又は左回転表示灯３８ｂで確認することができる。
【００３８】
　図２において、吸引管２２は、スクリューチューブ１０を介して海綿骨細片と骨髄液を
吸引して採取するための中空管である。吸引管２２は、この例ではスクリューチューブ１
０の近位部１４と同径の螺旋状凹凸部１２がない中空円管である。吸引管２２は、ハンド
ル装置２０の本体２８にスクリューチューブ１０と同心、かつ回転しないように固定され
ている。
【００３９】
　回転継手２４は、吸引管２２の先端２２ａとスクリューチューブ１０の末端１０ｂとを
液密に接続する。
　吸引管２２の先端２２ａは、回転しないように固定されており、スクリューチューブ１
０の末端１０ｂは、その軸心を中心に右回転又は左回転に回転駆動される。
　従って、回転継手２４は、吸引管２２とスクリューチューブ１０の一方（例えば、吸引
管２２）に液密に固定され、かつ他方（例えばスクリューチューブ１０）との間を液密に
シールするシール部を有する。
【００４０】
　図２において、吸引管２２の末端２２ｂに上述した軟性プラスチックチューブ５６の一
端を連結できるように、ハンドル装置２０の本体２８には、吸引管２２の末端２２ｂを囲
む中空穴２７が設けられている。
【００４１】
　図３は、スクリューチューブ１０の全体構成図である。この図において、（Ａ）は全体
側面図、（Ｂ）は（Ａ）のＢ部拡大図、（Ｃ）は（Ｂ）のＣ－Ｃ断面図である。なお、こ
の図では、スクリューチューブ１０の中空内部１０ｃを格子模様で示し、液採取穴１９（
図４を参照）の記載を省略している。
【００４２】
　図３（Ａ）において、スクリューチューブ１０は、先端（遠位端１０ａ）、螺旋状凹凸
部１２のある螺旋部１３、及び、螺旋状凹凸部１２がない近位部１４を有する。近位部１
４の外径は、螺旋部１３の最大直径と同一であることが好ましいが、螺旋部１３の最大直
径より小さくても大きくてもよい。
　また、スクリューチューブ１０の螺旋部１３と近位部１４は、同一の中空円管から一体
成型されることが好ましい。
　螺旋部１３と近位部１４の長さは、自由に設定することができる。
【００４３】
　図３（Ｃ）において、スクリューチューブ１０の断面形状は、薄肉の中空円管の軸心に
対して対称位置を軸心側に凹ませたダルマ形をしている。すなわち、スクリューチューブ
１０の断面形状は、外側に凸形の１対の凸部１３ａと、内側に凸形の１対の凹部１３ｂと
で閉じた形をしている。
　この例で、螺旋状凹凸部１２は、凹部１３ｂの位置であり、スクリューチューブ１０の
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先端側外面に一定のピッチＰで、右ねじ状に形成されている。
【００４４】
　図３（Ｃ）において、スクリューチューブ１０の中空内面の最狭部１１の幅は、１ｍｍ
以上、好ましくは２～３ｍｍである、ことが好ましい。
　この構成により、間葉系幹細胞（約３０μｍの大きさの細胞）の詰まりを防止し、間葉
系幹細胞を破砕せずに効率よく採取することができる。
【００４５】
　この例で、スクリューチューブ１０は軸心に対し点対称の位置に２本の螺旋状凹凸部１
２がある２条ネジの形態であるが、本発明はこの例に限定されず、３条以上のネジ形態で
もよい。
【００４６】
　また、螺旋状凹凸部１２の断面形状は、この例では、円弧状の凹溝であるが、本発明は
これに限定されず、矩形溝、三角溝、その他の形状であってもよい。
　同様に、凸部１３ａ、凹部１３ｂの断面形状も、この例では、円弧状であるが、本発明
はこれに限定されず、矩形、三角形、その他の形状であってもよい。
【００４７】
　図４は、スクリューチューブ１０の遠位部の第１実施形態図である。この図において、
（Ａ）は遠位部側面図、（Ｂ）は（Ａ）のＢ－Ｂ矢視図、（Ｃ）は（Ｂ）のＤ－Ｄ部分断
面図である。なお、スクリューチューブ１０の中空内部１０ｃは、格子模様で示している
。
　この図において、スクリューチューブ１０は、遠位部に旋回刃１６と吸引開口１８とを
有する。
【００４８】
　旋回刃１６は、スクリューチューブ１０の遠位部に設けられ、スクリューチューブ１０
の軸心を中心に旋回して海綿骨を環状に切削する。
　旋回刃１６は、スクリューチューブ１０の正転時において、スクリューチューブ１０の
遠位部の回転方向における前方に位置する。また、旋回刃１６は、図４（Ｃ）に示すよう
に、スクリューチューブ１０の正転時に切削した切粉が中央へ向かうように、切り刃１６
ａが設けられている。これにより、切粉が吸引開口１８へ向かい、吸引開口１８に吸引さ
れる。例えば、図４（Ｂ）における上側に記載された旋回刃１６によって生じた切粉は、
一部が旋回刃１６の内側に溜まり、そのまま吸引開口１８から吸引される。残りの切粉は
、旋回刃１６を超え、スクリューチューブ１０の回転によってスクリューチューブ１０の
外面上を滑り、この図の下側の吸引開口１８から吸引される。
　図４（Ｂ）において、旋回刃１６は、スクリューチューブ１０の正転時（前進時）にお
いて、スクリューチューブ１０の断面形状の回転方向における前方に位置する凸部１３ａ
と凹部１３ｂの一部である。
　旋回刃１６の最狭部１１の幅は、１ｍｍ以上、好ましくは２～３ｍｍである、ことが好
ましい。
　旋回刃１６は、硬化処理した金属、例えばＴｉＮであり、海綿骨の切削に適した硬度を
有することが好ましい。例えば、スクリューチューブ１０のうち、旋回刃１６を有する遠
位部にのみ、窒化処理を施して硬化させてもよい。
【００４９】
　吸引開口１８は、旋回刃１６の内側又は近傍に設けられ固形物を通す大きさを有する。
　吸引開口１８は、スクリューチューブ１０の正転時において、回転方向における旋回刃
１６の前方に位置する。
　図４（Ａ）（Ｂ）において、吸引開口１８は、スクリューチューブ１０の正転時（前進
時）において、回転方向における旋回刃１６の前方に位置する開口である。
【００５０】
　スクリューチューブ１０はその側面に設けられ中空内部１０ｃと外面とを連通する複数
の液採取穴１９を有する。液採取穴１９は、凸部１３ａに設けられる。本実施形態の液採
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取穴１９は、海綿骨細片が通る大きさであることが好ましいが、海綿骨細片が通らなくて
もよい。これにより、スクリューチューブ１０が形成した海綿骨内のトンネルの内側面に
、複数の液採取穴１９が開いた凸部１３ａを押し付けながら擦り付けることになるので、
スクリューチューブ１０の外側面の方に流れた切粉を効率よく液採取穴１９から吸引する
ことができる。
　液採取穴１９は、穴あけ加工によることが好ましい。液採取穴１９の形状は、円形、楕
円形、スリット状であってもよい。また、液採取穴１９は、螺旋状凹凸部１２の螺旋方向
に交差する逆向きの螺旋状（例えばこの図の二点鎖線上）に配列していることが好ましい
。これにより、スクリューチューブ１０の強度を保ちながら、数多くの液採取穴１９を設
けることが出来る。
　液採取穴１９は、スクリューチューブ１０の遠位端１０ａから５ｃｍ乃至スクリューチ
ューブ１０の全長の半分の位置まで配置されていてもよい。液採取穴１９は、スクリュー
チューブ１０の先端に行くにつれ、大きく構成されていてもよい。
【００５１】
　上述したスクリューチューブ１０は、螺旋状凹凸部１２のピッチＰにより、回転駆動装
置３０による回転力を直線駆動力に変換して海綿骨内を前進する。この旋回刃１６の構成
により、スクリューチューブ１０が海綿骨内を前進する速度と、旋回刃１６が海綿骨を削
る速度が同じなので、骨髄内の細胞を潰さずに採取することができる。その上、スクリュ
ーチューブ１０の遠位端１０ａにおいて正転時の回転方向における旋回刃１６の前方に海
綿骨細片を通す大きさの吸引開口１８が開口しているので、旋回刃１６で切削した海綿骨
細片と骨髄液を吸引開口１８からスクリューチューブ１０の中空内部１０ｃに陰圧吸引で
吸引することができる。
　したがって、本実施形態のスクリューチューブ１０による骨髄採取は、細胞損傷が少な
いので、骨髄移植や再生医療に使用出来る、状態の良い細胞が多くを占める骨髄組織を採
取することができる。また、本実施形態のスクリューチューブ１０は、海綿骨細片とその
周辺の骨髄組織をまとめて採取できるので、造血幹細胞の採取目的だけでなく、間葉系幹
細胞の採取を目的とする骨髄採取時にも使用できる。
【００５２】
　図５は、スクリューチューブ１０の遠位部の第２実施形態図である。この図において、
（Ａ）は遠位部側面図、（Ｂ）は（Ａ）のＢ－Ｂ矢視図である。なお、スクリューチュー
ブ１０の中空内部１０ｃは、格子模様で示している。
　この例において、旋回刃１６は、スクリューチューブ１０の先端（遠位端１０ａ）から
１ピッチの範囲（例えばピッチＰの半分の範囲）に設けられた螺旋状の切刃であり、スク
リューチューブ１０の軸心を中心に旋回して海綿骨を環状に切削する。
　図５（Ｂ）において、旋回刃１６は、スクリューチューブ１０の正転時（前進時）にお
いて、スクリューチューブ１０の断面形状の回転下流側に位置する凸部１３ａと凹部１３
ｂの一部である。
【００５３】
　吸引開口１８は、旋回刃１６の内側又は近傍に設けられ固形物を通す大きさを有する。
図５（Ａ）（Ｂ）において、吸引開口１８は、旋回刃１６の間に位置し、スクリューチュ
ーブ１０の先端（遠位端１０ａ）から１ピッチの範囲（例えばピッチＰの半分の範囲）に
設けられた開口である。
　その他の遠位部の構成は、第１実施形態と同様である。
【００５４】
　上述した遠位部の第２実施形態によっても、回転駆動装置３０による回転力を直線駆動
力に変換して海綿骨内を前進する際に、旋回刃１６で切削した海綿骨細片と骨髄液を吸引
開口１８からスクリューチューブ１０の中空内部１０ｃに陰圧吸引で吸引することができ
る。
　その他のスクリューチューブ１０の第２実施形態の遠位端１０ａによる効果は、第１実
施形態のそれと同様である。
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【００５５】
　図６は、スクリューチューブ１０の遠位部の第３実施形態図である。この図において、
（Ａ）は遠位部側面図、（Ｂ）は（Ａ）のＢ－Ｂ矢視図である。なお、スクリューチュー
ブ１０の中空内部１０ｃは、格子模様で示している。
　この例のように、スクリューチューブ１０は、先端にかけてねじ絞りを深くし、旋回刃
１６間の内接円１７を最狭部１１より小さくすることで、スクリューチューブ１０内の目
詰まりを防止してもよい。
　その他の遠位部の構成と効果は、第１実施形態と同様である。
【００５６】
　図７は、スクリューチューブ１０の遠位部の第４実施形態図である。この図において、
（Ａ）は遠位部側面図、（Ｂ）は（Ａ）のＢ－Ｂ矢視図である。
　この例においても、スクリューチューブ１０は第１実施形態と同様に、その側面に設け
られ中空内部１０ｃと外面とを連通する複数の液採取穴１９を有する。本実施形態の液採
取穴１９は、海綿骨細片が通らない大きさである。
　この構成により、より効率の良い骨髄液の採取ができ、その吸引の流れにより遠位端１
０ａで採取した海綿骨細片を容易に近位部１４に流動搬送することができる。
【００５７】
　またこの例において、スクリューチューブ１０は、遠位部に設けられ紡錘形を有し遠位
端１０ａが絞り加工された紡錘部１５を有する。もしくは、スクリューチューブ１０の遠
位端１０ａに開口があり、その開口が、海綿骨細片が入らない大きさであるのがよい。紡
錘部１５は、先端側が細い切頭円錐形であってもよい。
　紡錘部１５は、スクリューチューブ１０の遠位部を紡錘形に絞り込むことにより成形す
ることが好ましい。
　この場合、旋回刃１６は、設けられていないが、遠位端１０ａ又は紡錘部１５の外面に
あってもよい。
　この構成により、遠位端１０ａから海綿骨細片が入らないようにして、液採取穴１９か
ら、より純度の高い骨髄液の採取が可能となる。つまり、遠位端１０ａが紡錘形又は切頭
円錐形であり、刃が無いため、スクリューチューブ１０を前進させると、紡錘部１５の側
面で周囲の骨梁を砕いて海綿骨の小孔構造を破壊することになる。そのままスクリューチ
ューブ１０を回転させ、前進させると、砕けた骨梁と小孔内にあった骨髄の混合物を紡錘
部１５が設けたトンネルの壁面に紡錘部１５の側面や凸部１３ａで押し付けて圧迫する。
スクリューチューブ１０の遠位端１０ａは絞り加工によって閉じているか、又は遠位端１
０ａの開口が海綿骨細片が入らない大きさに設けられている。凸部１３ａに設けられた液
採取穴１９も、海綿骨細片が通らない大きさである。そのため、砕けた骨梁と小孔内にあ
った骨髄の混合物をトンネルの内壁に押し付けて浸み出した骨髄液を絞り出し、間葉系幹
細胞を含んだ骨髄液を選択的に吸引することができる。そのため、本実施形態のスクリュ
ーチューブ１０は、主に造血幹細胞の採取を目的とした骨髄採取時に使用することが出来
る。
【００５８】
　また、上述した螺旋状凹凸部１２のピッチＰは、一定に限定されず、遠位部から近位部
１４に向けて漸増又は漸減してもよい。
　この構成により、スクリューチューブ１０のピッチＰを変化（漸増又は漸減）させるこ
とにより、接触面の位相変化により、髄腔からより効率よく骨髄液を搾汁できる。
【００５９】
　また、螺旋状凹凸部１２の凸部１３ａに対する凹部１３ｂの深さは、遠位部が深く遠位
部から近位部１４に向けて徐々に浅くなるように、絞り加工してもよい。
　この構成により、凹部１３ｂの内接円が近位部側のほうが遠位部側よりも大きくなるの
でスクリューチューブ１０の内部での海綿骨細片の目詰まりを防止できる。
【００６０】
　図８は、ハンドル装置２０の第２実施形態の全体構成図である。



(12) JP 2021-94270 A 2021.6.24

10

20

30

40

50

　この例において、回転駆動装置３０は、ヘッド部４０、駆動軸４２、及び、減速機付き
モータ３４を有する。
　ヘッド部４０は、スクリューチューブ１０の近位部１４を着脱可能、液密、かつ固定可
能に構成されている。
　駆動軸４２は、ヘッド部４０に先端４２ａが液密に固定されスクリューチューブ１０と
同心に図で右方向に延びる。また、駆動軸４２は、中空管であり、ハンドル装置２０の本
体内に複数の軸受２５ａ，２５ｂによりその軸心を中心に回転可能に支持されている。さ
らに、駆動軸４２の末端４２ｂは、採取チャンバ４４に図示しないシール装置（例えばＯ
リング）により回転可能かつ液密に連結されている。
　さらにこの例では、吸引管２２は、採取チャンバ４４と連通してハンドル装置２０の本
体２８に固定されている。
【００６１】
　また、この例で、駆動軸４２には、歯車３２が駆動軸４２の軸心と同心に固定されてい
る。
　減速機付きモータ３４は、歯車３２を介して駆動軸４２を回転駆動する。
　その他の構成は、ハンドル装置２０の第１実施形態と同様である。
【００６２】
　上述したハンドル装置２０の第２実施形態によっても、減速機付きモータ３４により歯
車３２を介してスクリューチューブ１０に回転力を伝達することができる。この回転運動
は螺旋状凹凸部１２のスクリュー構造により、スクリューチューブ１０の前進後進の直線
運動に変換される。
【００６３】
　図９は、本発明による骨髄採取装置１００の使用方法を示す説明図である。
　この図において、１は、人体又は動物の腸骨である。骨髄採取の際には、初めに骨の表
面の皮質骨にドリルで穴を開ける。
【００６４】
　次いで、この穴を通して海面骨の中にスクリューチューブ１０の遠位部を挿入し、右回
転スイッチ３７ａにより、スクリューチューブ１０の近位部１４をその軸心を中心に右回
転させる。この回転により、螺旋状凹凸部１２のピッチＰにより、回転駆動装置３０によ
る回転力を直線駆動力に変換して、無理な力を作用させずにスクリューチューブ１０を海
綿骨内に切削しながら前進させることができる。
　また、左回転スイッチ３７ｂにより、スクリューチューブ１０の近位部１４をその軸心
を中心に左回転させることにより、螺旋状凹凸部１２のピッチＰにより、無理な力を作用
させずにスクリューチューブ１０を海綿骨内から後退させることができる。
【００６５】
　吸引装置５０は、骨髄採取装置１００の使用中は常時作動させることが好ましい。
　旋回刃１６は、スクリューチューブ１０の回転と前進との組み合わせにより海綿骨を環
状に切削する。
　また、吸引装置５０は、旋回刃１６で切削した海綿骨細片と骨髄液を吸引開口１８から
陰圧吸引で同時に採取する。
【００６６】
　上述した本発明の実施形態によれば、スクリューチューブ１０の内部が中空であり遠位
部の中空壁に螺旋状凹凸部１２を有するので、回転駆動装置３０による回転力を直線駆動
力に変換して海綿骨内を前進又は後退が可能である。
【００６７】
　また、スクリューチューブ１０は可撓性（フレキシブル）であるが、遠位部の螺旋状凹
凸部１２が海綿骨により保持されているので、先端１０ａが海綿骨に達しても、スクリュ
ーチューブ１０が柔軟に追従して、海綿骨内を前進することができる。
【００６８】
　さらに、スクリューチューブ１０の遠位端１０ａに海綿骨を環状に切削する旋回刃１６
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が設けられているので、遠位端１０ａが海綿骨（海綿状の固体）に達した際に、旋回刃１
６により海綿骨を環状に切削することができる。
【００６９】
　従って、本発明によれば、１回の挿入で多量の骨髄液と海綿骨細片を採取することがで
きる。これにより、採取に要する時間を短縮できると共に、手術、麻酔等によるリスクを
低減でき、患者に対して低侵襲であり、患者の痛みによる苦痛も低減できる。
【００７０】
　また、スクリューチューブ１０の遠位部に設けられた旋回刃１６は、スクリューチュー
ブ１０の回転と前進との組み合わせにより海綿骨を環状に切削する。このため、間葉系幹
細胞（約３０μｍの大きさの細胞）に対してせん断力が作用しないので、間葉系幹細胞の
破砕（細胞損傷）を防ぐことができる。
【００７１】
　さらに、スクリューチューブ１０は、旋回刃１６の内側又は近傍に固形物を通す吸引開
口１８を有するので、吸引装置５０によりスクリューチューブ１０の中空内部１０ｃを通
してその末端１０ｂから固形物を含む液体を吸引することができる。これにより、海綿骨
細片の間葉系幹細胞を破砕せずに効率よく採取することができる。
　これにより、低損傷の幹細胞を採取することができる。
【００７２】
　もしくは、スクリューチューブ１０の遠位端１０ａに、遠位端が絞り加工された紡錘形
の紡錘部１５が設けられており、スクリューチューブ１０の側面に、中空内部１０ｃと外
面とを連通する液採取穴１９が設けられている。紡錘部１５を海綿骨に捩じ込むことによ
って、海綿骨の小孔が破壊されるので、紡錘部１５が形成した海綿骨内のトンネルの中に
は、砕けた骨梁と、小孔内にあった骨髄の混合物が存在する。ここでスクリューチューブ
１０をさらに前進させることにより、螺旋状凹凸部１２の凸部１３ａが、砕けた骨梁と骨
髄の混合物をトンネルの内壁に押し付け、浸み出した骨髄液を液採取穴１９から吸引する
。
　これにより骨髄採取装置１００は、海綿骨の小孔内にあった骨髄液を、液採取穴１９を
通れない海綿骨細片を除いた状態で選択的に吸引することが出来る。
【００７３】
　なお、本発明は上述した実施形態に限定されず、特許請求の範囲の記載によって示され
、さらに特許請求の範囲の記載と均等の意味および範囲内でのすべての変更を含むもので
ある。
　例えば、スクリューチューブ１０の遠位端１０ａの形状は、上述したものに限らず、ス
クリュー形状又はプロペラ形状のチップをスクリューチューブ１０の先端に着脱可能に取
り付けてもよい。
【００７４】
　また、骨髄採取装置１００を、軟骨再生に用いる骨穿孔術（マイクロフラクチャー法）
に使用してもよい。この場合、スクリューチューブ１０で軟骨に穿孔を設け、次いで、軟
骨再生を促進する薬物と、採取した海綿骨細片と混ぜた物でスクリューチューブ１０の中
空穴２７を満たし、吸引装置５０の代わりにハンドル装置２０に連結した加圧ポンプで穿
孔に軟骨再生を促進する薬物と、採取した海綿骨細片を混ぜた物を送り込んでもよい。
　これにより、スクリューチューブ１０によって骨髄液が継続して軟骨欠損の再生目的部
へ供給が可能となる。
【００７５】
　また、骨髄採取装置１００を、例えばゴムのような弾力性のある物質や、柔らかくもろ
い物質（ゲル状）の穴あけに用いてもよい。切り刃１６ａがスクリューチューブ１０の内
側（吸引開口１８）へ向けて切粉を排出する形状となっているため、例えばゴムやゲル状
の切粉がスクリューチューブ１０に絡まってしまうのを防ぐことが出来る。そのため、こ
のスクリューチューブ１０を用いることにより、きれいな切削面の穿孔を行うことが出来
るからである。



(14) JP 2021-94270 A 2021.6.24

10

【符号の説明】
【００７６】
Ｐ　ピッチ、１　腸骨、１０　スクリューチューブ、
１０ａ　先端（遠位端）、１０ｂ　末端（近位端）、１０ｃ　中空内部、
１１　最狭部、１２　螺旋状凹凸部、
１３　螺旋部、１３ａ　凸部、１３ｂ　凹部、
１４　近位部（末端部分）、１５　紡錘部、１６　旋回刃、１６ａ　切り刃、
１７　内接円、１８　吸引開口、１９　液採取穴、
２０　ハンドル装置、２２　吸引管、２２ａ　先端、２２ｂ　末端、
２４　回転継手、２５ａ，２５ｂ　軸受、２７　中空穴、２８　本体、
３０　回転駆動装置、３２　歯車、３４　減速機付きモータ、
３５　トルクリミッタ、３６　バッテリー、３７ａ　右回転スイッチ、
３７ｂ　左回転スイッチ、３８ａ　右回転表示灯、３８ｂ　左回転表示灯、
４０　ヘッド部、４２　駆動軸、４２ａ　先端、４２ｂ　末端、
４４　採取チャンバ、５０　吸引装置、５２　吸引ポンプ、
５４　採取ポット、５６　軟性プラスチックチューブ、
１００　骨髄採取装置

【図１】 【図２】
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